
議案第1 9号

財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

次のとおり財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

ることについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定

により､本議会の議決を求める｡

平成13年3月9日

三朝町長 士
⊂コ 田　　　秀　　　光

坪尻1 3三三3322日原審可決

三朝野鼠患鼠急患昇

三朝町条例第　号

財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三朝町条例第

16号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削る｡

改　　正　　後 改　　正　　前

第1条及び第2条　略

(費用弁償)

第3条　委員が公務のため旅行し

たときは､その旅行について､

費用弁償として旅費を支給する｡

2　前項の規定により支給する旅

費は､次の各号に掲げるとおり

とする｡

(1)　内国旅行については､

別表第2に定める旅費｡

ただし､在勤地内旅行の

旅費については､車賃の

第1条及び第2条　略

(費用弁償)

第3条　委員が公務のため旅行し

たときは､その旅行について､

費用弁償として旅費を支給する｡

2　前項の規定により支給する旅

費は､次の各号に掲げるとおり

とする｡

(1)　内国旅行については､

別表第2に定める旅費｡

ただし､在勤地内旅行の

旅費については､車賃の



実費額 (2)略 們�N�ｨｷ�-�?ｩ9c�?ｨ,�,"�*ｳ�ﾃ3��苓,ﾉ{yN���"凛｢�

第4条以下略 ��cH��決岔z｢�

別表第1(第2条関係) 唳¥ｩUﾉ�c���c(��ｭhﾅr��

財産区職名報酬の額 俥�蝌ｾi�Ykﾉ_��,ﾈｧ｢�

分 兒｢�

小鹿財会長年額 傅ﾈ�ﾞ�檠+yD隗｢�

産区10,000円 伜仞c�Rﾃ���冷�

会長職務年額 ��+y�Yk�D隗｢�

代理者8,000円 ��9yﾘ�#�Rﾃ���冷�

委員年額 ��YD隗｢�

7,000円 ��Rﾃ���冷�

略略略略 Il書l 凛ｩzｩzｩz｢�ﾆﾆﾄ��

附　則

この条例は､平成13年4月1日から施行する｡


